
令和５年度  認定個人情報保護団体対象事業者向け実務研修会開催のご案内 

（第 6 回～第 7 回分） 

 

令 和 5 年 9 月 4  日 

個人情報保護委員会事務局 

 

認定個人情報保護団体の対象事業者の皆様におかれましては、平素より当委員会の個人情報保護に係る

取組みにつきご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 

下記のとおり、令和 5 年度「認定個人情報保護団体対象事業者向け実務研修会」を開催いたします。本研修

会は、事業者における個人情報保護法の基礎的な理解を深め、同法の適正な遵守に活かしていただくことを目

的としております。今年度においては受講者の皆様に積極的に研修に参加いただき、より理解を深めていただく

ため、事前の動画学習とディスカッション形式によるオンライン研修を組み合わせて実施いたします。 

対象事業者の皆様におかれましては、積極的にご参加いただき、この機会をご活用くださいますようお願いい

たします。 

 

記 

 

１．実施の方法（事前配信動画学習＋オンライン研修） 

・ 事前にオンラインにて配信する動画（１時間 30 分程度）にて、個人情報保護法に関する事前学習を行って

いただきます。指定された期間内に受講をお願いいたします。（期間内は何回でも閲覧可能です） 

・ オンライン研修当日は、提示したケーススタディに基づき、小グループによるディスカッションを行っていた

だき、安全管理措置への理解を深めていただきます。 

 

２．日時 

 事前学習（１時間 40 分程度） オンライン研修（1.5 時間程度） 

第 6 回 令和 5 年 11 月 6 日（月）9:30-17 日（金）17:30 令和 5 年 11 月 21 日（火）14:00-15:30 

第 7 回 令和 5 年 12 月 4 日（月）9:30-15 日（金）17:30 令和 5 年 12 月 19 日（火）14:00-15:30 

※ 令和 5 年度は、全 10 回の開催を予定しております。第 8 回以降の開催については、別途ご案内いたしま

す。 

 

３．内容 ※オンライン研修テーマのみ、奇数回と偶数回で異なります。それ以外は全回共通となります。 

 事前学習 オンライン研修（ケーススタディテーマ） 

第 6 回 ・ 個人情報保護法の基本 

・ 改正個人情報保護法のポイント解説（仮名

加工情報、越境移転規制） 

・ 個人データの安全管理措置 

クラウドサービス利用時の注意点 

第 7 回 マルウェア感染による不正アクセス 

※オンライン研修では、提示したケーススタディに基づき、小グループに分かれてディスカッションをしていただき

ます。その後、グループでの検討結果を代表者に発表いただきます。 



４．定員   各 100 名（先着順） 

 

５．費用   無料 

 

６．申込方法 

・令和５年 9 月 19 日（火）10 時から下掲の URL にアクセスして希望する回への研修申込を行ってください。 

なお、本研修申込については先着順といたします。（定員になるまで、応募は受け付けます。） 

受講確定者には各回 2 週間前をめどに事前学習のご案内等を、オンライン研修開催日前日に当日の URL

をお送りいたしますので、案内に従い、受講してください。 

■申込 URL（希望回により URL が異なりますのでご注意ください） 

第 6 回 https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIld-qpqj4sHNQqx0kzQxL_kt-QXKzcI4Tg 

第 7 回 https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAodeyvrD0vHNdpETUJhZaBHiw4Dhgb7pa0 

 ・なお、申込者が多数になることが見込まれるため、それぞれの回につき、一事業者あたり１人の申し込みとし

ていただき、複数の方のお申し込みはご遠慮ください。また、１人の申し込みで複数の方が受講することもご

遠慮下さい。 

 

７．その他 

・ 本研修参加には、インターネットに接続されたパソコンおよび指定された URL へのアクセスが必要となりま

す。 

・ 事前学習では「YouTube」、オンライン研修では、ウェブ会議システム「Zoom」を利用いたします。またオンラ

イン研修では、小グループに分かれてディスカッションに参加いただくため、音声マイク機能がついたイヤホ

ン利用が必須となりますので、必ずご用意ください。（ご用意頂けない場合はオンライン研修に参加いただ

けませんのでご了承ください） 

 

【個人情報のお取扱いについて】 

・ ご記入いただきました個人情報は、本研修会の運営管理の目的にのみに利用させていただくとともに、必

要なセキュリティ対策を講じ、厳重に管理します。また、本研修会運営業務については株式会社オーエムシ

ーに業務委託しております。 

 

 

 

 

 

 

以 上 

＜研修内容に関する問合せ先＞ 

個人情報保護委員会事務局 認定個人情報保護団体担当 

（メール）g.nintei.e8s@ppc.go.jp 

＜研修申込に関する問合せ先＞ 

認定個人情報保護団体対象事業者向け実務研修会事務局 

（業務委託先：株式会社オーエムシー） 

（メール） y_uchino@omc.co.jp 



認定個人情報保護団体 

（発行:電気通信個人情報保護推進センター） 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□  

 

すがもメール No.346  [ 発行日:2023 年 9 月 12 日 ] 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□  

※このメールは、対象事業者の方々にお送りしています。 

※電気通信個人情報保護推進センター（以下、「当センター」という。）の窓口 

 情報変更手続きが完了していない場合も送付先に指定されています。 
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1. 個人情報保護委員会からのお知らせ 

2. 2023 年 8 月度漏えい等事故に関する情報（web ニュース等への公表済み事案） 
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────────────────────────────────────  

1. 個人情報保護委員会からのお知らせ 

────────────────────────────────────  

●認定個人情報保護団体対象事業者向け実務研修会開催について  

前回ご案内に続き、令和 5 年度認定個人情報保護団体対象事業者向け実務研修会

（第 6 回～第 7 回）を実施いたします｡受講者の皆様に積極的に研修に参加いた

だき、より理解を深めていただくため、事前の動画学習とディスカッション形式

によるオンライン研修を組み合わせて実施いたします。 

詳細やお申し込み手続きについては、添付したファイルをご確認願います。  

 

○実施内容 

・事前にオンラインにて配信する動画（１時間 30 分程度）にて、個人情報保護法

に関する事前学習を行って頂きます。指定された期間内に受講をお願いいたしま

す。（期間内は何回でも閲覧可能です） 

・オンライン研修当日は、提示したケーススタディに基づき、小グループによる

ディスカッションを行って頂き、安全管理措置への理解を深めて頂きます。  

 

※オンライン研修テーマのみ、奇数回と偶数回で異なります｡それ以外は全回共

通となります｡ 

 

○日時（各回完結型の研修となります） 



第 6 回 

事前学習 2023 年 11 月 6 日（月）9:30-17 日（金）17:30 

オンライン研修 2023 年 11 月 21 日（火）14:00-15:30 

 

第 7 回 

事前学習 2023 年 12 月 4 日（月）9:30-15 日（金）17:30 

オンライン研修 2023 年 12 月 19 日（火）14:00-15:30 

 

○定員:各回 100 名（先着順） 

・一事業者あたり１人の申し込みとし、複数の方のお申し込みはご遠慮ください。 

○申し込み方法: 

･2023 年 9 月 19 日（火）10 時から。添付資料を確認の上、手続き願います｡ 

･受講確定者には各回 2 週間前をめどに事前学習のご案内等を、オンライン研修

開催日前日に当日の URL をお送りいたします｡ 

○問い合わせ先:添付資料を確認の上、お問い合わせ願います｡ 

 

────────────────────────────────────  

2. 2023 年 8 月度漏えい等事故に関する情報（web ニュース等への公表済み事案） 

────────────────────────────────────  

当センターでは、インターネット等で報道される国内の個人情報漏えい事案を独

自に集計・分析し、定期的に当センターサイトの会員ページ内で公表しておりま

す。今号では 2023 年 8 月の状況についてご紹介いたします。 

 

2023 年 8 月は 54 件の公表がありました。前月（2023 年 7 月）の公表件数 55 件、

前年同期（2022 年 8 月）の公表件数 52 件とほぼ同数でした。 

 

分野別の上位は概ね変わらず「市町村機関」24％（13 件）が 1 位、以下「教育・

学習支援業」20％（11 件）2 位、「都道府県機関」13％（7 件）3 位と続きます。

先月（2023 年 7 月）16％（9 件）3 位であった「情報関連業」は 4％（2 件）に減

少しています。 

 

原因別も例月と変わらず、誤送信、誤送付、誤設定等「作業ミス」によるものが

43％（23 件）で 1 位、不正アクセス等の「第三者による意図的な行為」24％（13

件）が 2 位となっております。従業者（委託先含む）による紛失は、営業中や通

勤途中、自宅等「持出時における紛失」17％（9 件）3 位となっており、誤廃棄、

保管管理ミス等の「事務所における紛失」11％（6 件）を上回っています。 



 

分野別上位を原因別でみると「市町村機関」「都道府県機関」は従業者（委託先含

む）による作業ミスが多く、「市町村機関」62％（8 件）、「都道府県機関」86％（6

件）となっております。「教育・学習支援業」は従業者（委託先含む）による事務

所や持出時の紛失が 55％（6 件）と多くなっております。 

 

この時期は多くの事業者が業態の慣習や事業規模に応じ、一斉や交代制等の方法

で夏季休暇を取得しています。通常の休暇期間よりも幾分か長期化する傾向にあ

る分、事務所で生じる事故等よりも、機器やデータを「持出した」結果の事故等

が増えている傾向が顕著でした。この場では「きっちりと休暇を取得」して頂く

か否かの議論はできませんが、社外への「持出し」ルールの有無、同ルールの遵

守状況（形骸化の有無）等について、この期に再点検をお願いいたします。 

 

すがもメール No.344 では、長期休暇を取得する時期を迎えるにあたり、以下の情

報をお伝えしましたが、こちらでは「長期休暇明けの対策」についても触れてい

ます。改めて、ご確認願います。 

 

●IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 

・長期休暇における情報セキュリティ対策 

< https://www.ipa.go.jp/security/anshin/heads-up/alert20230803.html > 

 

また、2023 年 8 月もサイバー攻撃等「第三者による意図的な行為」は公務その他

複数業種で発生しています。繰り返しのご案内になりますが、これらの実態や対

策案についても参考にして下さい。 

 

「情報セキュリティ 10 大脅威 2023」 

< https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2023.html > 

「情報セキュリティ白書 2023」 

< https://www.ipa.go.jp/publish/wp-security/2023.html > 

 

なお、ここでお伝えした 2023 年 8 月度の個人情報漏えい事案の発生概況は、当セ

ンター会員サイトに概況を掲載していますので、こちらも参照してください。  

< https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/kaiin1/statistics/st2.html > 

 

※すがもメール配信先の追加をご希望の場合は事務局までご連絡下さい。  

※バックナンバーは会員ページ内に掲載しておりますのでご参照下さい。  



< https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/kaiin1/info/sugamomail.html > 

 

※PI-ICT マークの使用をご希望の対象事業者は事務局までお申し出下さい。  

 

*-*【発行元】*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

～ 電気通信事業者の個人情報保護 全力サポート宣言！ ～ 

 

≪認定個人情報保護団体≫ 

一般財団法人日本データ通信協会 

電気通信個人情報保護推進センター（PI-ICT） 谷本 

E-mail:pi-ict_c_dekyo.or.jp（"_c_"をアットマークに置き替えて下さい） 

URL:https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/ 


	(添付ファイル)認定団体対象事業者向け実務研修会開催案内（第6回～第7回）
	No346

